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夏本番です。 

最近は室内の冷房が良く効いているので、室内外の温度の差が

激しくなり、体がついていけなくこともあるかと思います。 

地球温暖化対策で冷房を２８℃に設定しようという運動があり

ますが、これは地球に優しいだけでなく体にも優しいことです。

室外と室内の温度差は５℃以内が理想的と言われています。暑い

日ほど、室内のエアコンは高く設定すべきなのです。 

 また、除湿に切り替える方法もあります。日本の暑さは、湿度

が高いから気温以上に暑さを感じるところがあります。除湿にす

れば設定温度が高くても体感温度は下がるとのことです。 

 一度試されてみてはいかがでしょうか？ 

（尾崎） 
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公開審理公開審理公開審理公開審理のののの結果結果結果結果はははは如何如何如何如何にににに    

    

初初初初めてのめてのめてのめての再審査請求再審査請求再審査請求再審査請求    

この遺族厚生年金の再審査請求の要約は、遺族

厚生年金の請求者は老齢厚生年金の支給を受け

ていて死亡した男性（以下「Ａ」と言います）が、

本妻（以下「Ｃ」と言います）と 48 年間別居し、

当初 16 年間居場所を知られなかったが、ひょん

なことから居場所が分かり、その後紆余曲折はあ

ったが、亡くなる直前まで同居していた内縁の妻

（以下「Ｂ」と言います）に内緒でＣに毎月 2万

円を送金していた。そのことで、社会保険事務所

はＡとＣとの婚姻が形骸化して固定化していな

いと見なし、ＢをＡの遺族厚生年金の受給者とし

ませんでした。 

この事件を時系列で整理すると次の通りです。 

① 平成 19 年 1 月 19 日、Ａが死亡。 

② 同年 1 月 25 日、内縁の妻Ｂは社会保険事

務所に対して遺族厚生年金の裁定請求を

行った。 

③ 同年 7月 2日、社保は本妻Ｃに対しても連

絡を行った上、Ｂに対して不支給の決定。 

④ 当法人に依頼があった。 

⑤ 平成 19 年 11 月 15 日、社会保険審査官に

対して審査請求を行った。 

⑥ 平成 20 年 1 月 16 日、同審査官より棄却の

通知。 

⑦ 同年 3 月 14 日、当法人と弁護士とで社会

保険審査会に対して再審査請求を行った。 

⑧ 同年 6 月 26 日、東京霞が関にて公開審理

が行われ、当法人と請求者Ｂが参加した。 

 社会保険の不服は行政に対して訴訟を行う前

に審査請求や再審査請求を受けないといけない

とされています。この審査請求（上記⑤及び⑥）

は通常身内の決定を審査するので、社会保険事務

所が出した決定を覆すことはないと聞いていま

したので、予想通りの結果で棄却となりました。 

そして、再審査請求を行うこととなり、心強い

味方の弁護士の先生と共同で行いまして却下さ

れることなく、公開審理になりました。 

ただ、公開審理ですが過去の統計は次の通りで

す。平成 17 年は 896 件の内保険者が取り下げへ

変更した件数が 155 件（17.2％）、容認された件

数が 61 件（6.8％）であり、18年は 1069 件の処

理状況の内保険者が取り下げへ変更した件数が

146件（13.6％）、容認された件数が57件（5.3％）、

これからみると、こちらの要求が通ることは20％

程度となり難しい争いになります。 

公開審理の結果については 3 ヶ月以内に書面

で通知されます。次々月までに決定があり良い報

告が出来れば良いなあと思っています。その時は

公開審理の内容も合わせて報告します。 

 

非常勤社員非常勤社員非常勤社員非常勤社員をををを正社員正社員正社員正社員にににに転換転換転換転換するするするする制度制度制度制度のののの助成金助成金助成金助成金    

「中小企業雇用安定化奨励金制度」が創設され

ました。中小企業の事業主が、パート労働者や契

約社員などの契約労働者（非正規社員）を新たに

正社員として転換させる制度を就業規則などに

定めて、実際に正社員に転換させた場合に、一定

の金額が奨励金として支給されるものです。是非

ともよく検討の上、活用をお願いします。 

 ＜転換制度導入事業主＞ 

新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利

用して、直接雇用する有期契約労働者を１人以上

正社員に転換させた場合に、一事業主について

35 万円が支給されます（10 人を限度）。  

＜転換促進事業主＞ 

転換制度を導入した日から３年以内に、直接雇

用する有期契約労働者を３人以上正社員に転換

させた場合に、対象労働者１人について 10 万円

が支給されます。 

                 （奥村） 
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最低賃金法最低賃金法最低賃金法最低賃金法のののの改正改正改正改正のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

この７月１日から最低賃金法が改正されてい

ます。とは言え、最低賃金自体は改定されていま

せん。ではどこが改正されたのでしょうか？ 

大きく改正された点は以下の通りです。 

① 地域別最低賃金地域別最低賃金地域別最低賃金地域別最低賃金 

現行法では最低賃金額以上の賃金を支払わ

なかった使用者には、上限２万円の罰金が科さ

れるとされていますが、これが上限５０万円に

引き上げられます。 

② 産業別最低賃金産業別最低賃金産業別最低賃金産業別最低賃金    

産業別最低賃金の不払については、最低賃金

法は適用されず、賃金の全額払違反（労働基準

法第２４条）となり、労働基準法第１２０条に

より上限３０万円の罰金が科されます。 

③ 適用除外規定適用除外規定適用除外規定適用除外規定のののの廃止廃止廃止廃止とととと減額特例減額特例減額特例減額特例のののの新設新設新設新設    

これまで都道府県労働局長の許可を受けた

ときは、以下のような対象労働者については最

低賃金法の適用除外となっていましたが、この

適用除外が廃止され、同じく許可を受けた場合

には、労働能力その他の事情を考慮して減額し

た額になります。 

対象労働者 

１ 精神又は身体の障害により著しく労働

能力の低い者 

２ 試の使用期間中の者 

３ 認定職業訓練を受けている者 

４ 軽易な業務に従事する者 

５ 断続的労働に従事する者 

 なお、改正法の施 

行の際、既に都道府 

県労働局長の許可を 

受けて最低賃金法が 

適用除外となってい 

る労働者については、 

施行日から１年の間に、新たに最低賃金の減額

の特例の許可を受ける必要があります。 

④ 派遣労働者派遣労働者派遣労働者派遣労働者のののの適用最低賃金適用最低賃金適用最低賃金適用最低賃金    

派遣労働者については、派遣先の地域別（産

業別）最低賃金が適用されます。 

⑤ 最低賃金額最低賃金額最低賃金額最低賃金額のののの表示表示表示表示 

最低賃金額は、これまで時間、日、週または

月によって定めることとなっていましたが、こ

れが時間に統一されます。 

よって、日給や 

週給、月給で賃金 

が支払われている 

場合には、１日や 

１週間の所定労働 

時間、月給の場合は年間の所定労働時間を用い

て最低賃金以上かを確認する必要があります。 

この場合の計算には、以下のものは算入され

ません。 

１ 臨時に支払われる賃金 

２ １月を超える期間ごとに支払われる賃金 

３ 所定労働時間外労働、所定労働日以外の 

日の労働に対して支払われる賃金 

４ 深夜労働に対して支払われる賃金のう 

ち通常の労働時間の賃金を超える部分    

 以上です。ご不明な点がございましたら、担当

者までご相談ください。 

では最後に、ご参考までにいくつかの都道府県

の地域別最低賃金を載せておきます。 

 大阪府  ７３１円    

 京都府  ７００円 

 兵庫県  ６９７円 

 東京都  ７３９円 

 神奈川県 ７３６円 

 岡山県  ６５８円 

                 （尾崎） 
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７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（木木木木））））、当法人内で勉強会を行います。 

テーマは、『『『『電子申請電子申請電子申請電子申請についてについてについてについて』』』』です。 

電子申請とは、紙によって行われている行政機関行政機関行政機関行政機関へのへのへのへの手続手続手続手続

きをきをきをきを、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットをををを使使使使ってってってってパソコンパソコンパソコンパソコン上上上上でででで行行行行うううう、という

ものです。 

電子申請を利用することにより、行政機関まで足を運ぶ必

要もなく、自宅や会社から手続きを行うことが出来ます。 

興味のある方は、下記お申し込み方法をご確認の上、 

是非ご参加下さいますようお願い致します。 

勉強会日時  平成２０年７月３１日（木）１８時３０分から１９時２０分 

場 所  大阪市立生涯学習センター 

       〒530-0001 大阪市北区梅田 1-2-2-500 大阪駅前第二ビル 5階 第７研修室 

講 師   当法人職員 鈴木 大地 

 

 

 

下記をご記入の上、７月２５日（金）までに ０６０６０６０６－－－－６５３５６５３５６５３５６５３５－－－－８８３３８８３３８８３３８８３３ へＦＡＸ願います。 

 

御 社 名  

お 名 前  

お申し込み人数  

お 電 話 番 号  

E - m a i l  

お問い合わせ先 当法人職員 鈴木 Tel：０６－６５３５－８８２２ 

 

日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所・・・・担当講師担当講師担当講師担当講師    

おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法    


